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附
属
書
七
（
第
七
章
関
係
）

自
然
人
の
移
動
に
関
す
る
特
定
の
約
束

第
一
編

イ
ン
ド
の
特
定
の
約
束

イ
ン
ド
は
、
各
節
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
求
め
る
日
本
国
の
自
然
人
に
対
し
、
入
国
前
に

適
当
な
査
証
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
節

日
本
国
の
商
用
訪
問
者

１

こ
の
節
の
規
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
本
国
の
自
然
人
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
目
的
で
イ
ン

ド
を
一
時
的
に
訪
問
し
、
か
つ
、
イ
ン
ド
国
内
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
の
な
い
も
の
（
「
商
用
訪
問
者
」
）
に
つ
い
て
適
用

す
る
。サ

ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
者
で
あ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
交
渉
し
、
及
び
当
該
契
約
を
締
結

(a)
す
る
た
め
に
訪
問
す
る
も
の

サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す
る
者
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
業
務
上
の
拠
点
を
設
け
る
た
め
の
準
備
作
業
を
行
う
た
め
に

(b)
訪
問
す
る
も
の
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投
資
家
又
は
投
資
家
の
被
用
者
（
次
節
に
定
義
す
る
経
営
者
、
役
員
又
は
専
門
家
で
あ
る
も
の
）
で
あ
っ
て
、
投
資
財

(c)
産
を
設
立
す
る
た
め
に
訪
問
す
る
も
の

２

商
用
訪
問
者
の
イ
ン
ド
へ
の
入
国
は
、
商
用
訪
問
者
が
一
般
公
衆
に
対
す
る
直
接
の
販
売
に
従
事
し
な
い
こ
と
又
は
自
ら

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
せ
ず
、
若
し
く
は
投
資
（
投
資
財
産
の
設
立
を
除
く
。
）
を
行
わ
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

３

こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
査
証
は
、
商
用
訪
問
者
が
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
適
用
さ
れ
る
出
入
国
に
関
す
る
措
置
に
従
う
こ
と
。

(a)

国
籍
の
証
明
を
提
示
す
る
こ
と
。

(b)
４

商
用
訪
問
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
百
八
十
日
を
超
え
な
い
期
間
（
こ
の
期
間
は
、
イ
ン
ド
の
裁
量
に
よ
り
、

か
つ
、
そ
の
法
律
に
従
い
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
許
可
さ
れ
る
。

第
二
節

日
本
国
の
企
業
内
転
勤
者

１

こ
の
節
の
規
定
は
、
日
本
国
の
自
然
人
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
被
用
者
の
区
分
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
日
本
国
の
法

人
に
雇
用
さ
れ
、
か
つ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
連
し
当
該
法
人
が
所
有
し
、
又
は
支
配
す
る
支
店
、
代

表
事
務
所
又
は
法
人
に
一
時
的
に
転
任
す
る
も
の
（
「
企
業
内
転
勤
者
」
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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経
営
者
。
「
経
営
者
」
と
は
、
長
と
し
て
支
店
若
し
く
は
一
若
し
く
は
二
以
上
の
部
門
を
管
理
し
、
又
は
他
の
監
督

(a)
者
、
専
門
家
若
し
く
は
管
理
者
で
あ
る
職
員
の
活
動
を
監
督
し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
を
任
命

し
、
又
は
解
任
す
る
権
限
を
有
し
、
及
び
日
々
の
業
務
に
つ
い
て
裁
量
的
な
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い

う
。役

員
。
「
役
員
」
と
は
、
支
店
を
含
む
法
人
に
お
い
て
上
級
の
地
位
に
あ
り
、
主
と
し
て
経
営
を
管
理
し
、
及
び
幅
広

(b)
い
意
思
決
定
の
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
の
役
員
会
の
構
成
員
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
役
員
会
若
し
く
は

当
該
法
人
の
株
主
総
会
か
ら
管
理
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。

専
門
家
。
「
専
門
家
」
と
は
、
組
織
の
活
動
又
は
研
究
、
設
備
、
技
術
若
し
く
は
経
営
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
資
格

(c)
及
び
知
識
を
有
す
る
者
を
い
い
、
公
認
さ
れ
た
専
門
職
能
団
体
の
構
成
員
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

２

入
国
に
関
す
る
査
証
の
発
給
に
係
る
基
準
を
満
た
す
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
イ
ン
ド
の
出
入
国

に
関
す
る
規
制
に
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
い
、
当
初
の
期
間
と
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
又
は
契
約
に
基
づ
く
期
間

の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
、
許
可
さ
れ
る
。
こ
の
滞
在
期
間
は
、
合
計
五
年
を
超
え
な
い
期
間
中
、
一
年
ご
と
に
更
新
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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第
三
節

契
約
に
基
づ
く
日
本
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

１

こ
の
節
の
規
定
は
、
法
人
の
被
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
「
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供

者
」
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

日
本
国
に
拠
点
を
置
く
会
社
又
は
組
合
の
被
用
者
で
あ
っ
て
、
当
該
会
社
又
は
組
合
と
イ
ン
ド
に
所
在
す
る
顧
客
と
の

(a)
間
の
契
約
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
年
を
超
え
な
い
短
い
期
間
又
は
当
該
契
約
に
基
づ

く
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
滞
在
す
る
た
め
、
一
時
的
に
イ
ン
ド
に
渡
航
す
る
も
の

日
本
国
に
拠
点
を
置
く
会
社
又
は
組
合
の
被
用
者
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
滞
在
す
る
こ
と
が
資
格
及
び
免
許
の
要
件
を

(b)
満
た
す
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
年
を
超
え
な
い

短
い
期
間
滞
在
す
る
た
め
、
一
時
的
に
イ
ン
ド
に
渡
航
す
る
も
の

２

１

及
び

の
規
定
に
基
づ
く
入
国
の
許
可
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
分
野
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
も
の
と
し
、
か

(a)

(b)

つ
、
附
属
書
六
の
イ
ン
ド
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
に
お
い
て
当
該
分
野
又
は
関
係
す
る
小
分
野
に
つ
い
て
規
定
す
る
追
加

的
な
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

(a)
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総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

(b)

建
築
サ
ー
ビ
ス

(c)

都
市
計
画
及
び
景
観
設
計
サ
ー
ビ
ス

(d)

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

(e)

研
究
及
び
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

(f)

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
法
律
相
談
に
関
連
す
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

(g)

経
営
相
談
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
法
律
相
談
に
関
連
す
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

(h)

ホ
テ
ル
及
び
飲
食
店
の
サ
ー
ビ
ス

(i)

旅
行
業
サ
ー
ビ
ス

(j)

観
光
客
の
案
内
サ
ー
ビ
ス

(k)
３

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
２
に
掲
げ
る
区
分
に
基
づ
く
イ
ン
ド
へ
の
入
国
は
、
契
約
が
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る

特
定
の
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。
被
用
者
は
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
適
当
な
教
育
上
及

び
職
業
上
の
資
格
を
有
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
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４

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
当
初
の
期
間
と
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
又
は
契

約
に
基
づ
く
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
、
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
出
入
国
に
関
す
る
適
用
可
能
な
全
て
の
措
置
に
従
う

こ
と
を
条
件
と
す
る
。

５

こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
必
要
な
査
証
、
当
該
査
証
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在

に
附
帯
す
る
条
件
並
び
に
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
の
裏
付
け
と
な
る
情
報
（
例
え
ば
、
契
約
の
証
明
並
び
に

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
し
て
必
要
な
教
育
上
及
び
職
業
上
の
資
格
（
実
務
経
験
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
を

含
む
文
書
）
に
関
す
る
個
別
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一

時
的
な
滞
在
は
、
イ
ン
ド
の
出
入
国
に
関
す
る
規
制
に
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
四
節

日
本
国
の
独
立
の
自
由
職
業
家

１

こ
の
節
の
規
定
は
、
日
本
国
の
独
立
の
自
由
職
業
家
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

自
然
人
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
所
在
す
る
顧
客
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

(a)
て
十
二
箇
月
を
超
え
な
い
短
い
期
間
（
こ
の
期
間
は
、
最
大
限
三
箇
月
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
又
は
当
該
契
約
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に
基
づ
く
期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
滞
在
す
る
た
め
、
一
時
的
に
イ
ン
ド
に
渡
航
す
る
も
の
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
自
然
人
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
学
位
及
び
資
格
を
有
し
、
並
び
に
必
要
な
場
合
に
は
専
門

職
能
団
体
へ
の
登
録
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
報
酬
は
、
当
該
自
然
人
に
対
し
て
の
み

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
然
人
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
滞
在
す
る
こ
と
が
資
格
及
び
免
許
の
要
件
を
満
た
す
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
場

(b)
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
十
二
箇
月
を
超
え
な
い
短
い
期
間
滞
在
す
る
た
め
、
一
時
的

に
イ
ン
ド
に
渡
航
す
る
も
の

２

１

及
び

の
規
定
に
基
づ
く
入
国
の
許
可
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
分
野
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
も
の
と
し
、
か

(a)

(b)

つ
、
附
属
書
六
の
イ
ン
ド
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
に
お
い
て
当
該
分
野
又
は
関
係
す
る
小
分
野
に
つ
い
て
規
定
す
る
追
加

的
な
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。

会
計
及
び
簿
記
の
サ
ー
ビ
ス

(a)

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

(b)

総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

(c)
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建
築
サ
ー
ビ
ス

(d)

都
市
計
画
及
び
景
観
設
計
サ
ー
ビ
ス

(e)

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

(f)

研
究
及
び
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

(g)

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
法
律
相
談
に
関
連
す
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

(h)

経
営
相
談
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
法
律
相
談
に
関
連
す
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

(i)

ホ
テ
ル
及
び
飲
食
店
の
サ
ー
ビ
ス

(j)

旅
行
業
サ
ー
ビ
ス

(k)

観
光
客
の
案
内
サ
ー
ビ
ス

(l)
３

独
立
の
自
由
職
業
家
の
２
に
掲
げ
る
区
分
に
基
づ
く
イ
ン
ド
へ
の
入
国
は
、
契
約
が
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
特
定
の
サ
ー

ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
。
被
用
者
は
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
適
当
な
教
育
上
及
び
職
業
上
の

資
格
を
有
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。

４

独
立
の
自
由
職
業
家
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
当
初
の
期
間
と
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
又
は
契
約
に
基
づ
く
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期
間
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
、
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
出
入
国
に
関
す
る
適
用
可
能
な
全
て
の
措
置
に
従
う
こ
と
を
条
件

と
す
る
。

５

こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
は
、
必
要
な
査
証
、
当
該
査
証
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在

に
附
帯
す
る
条
件
並
び
に
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
の
裏
付
け
と
な
る
情
報
（
例
え
ば
、
契
約
の
証
明
並
び
に

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
し
て
必
要
な
教
育
上
及
び
職
業
上
の
資
格
（
実
務
経
験
を
含
む
。
）
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
を

含
む
文
書
）
に
関
す
る
個
別
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
節
の
規
定
に
基
づ
く
入
国
及
び
一

時
的
な
滞
在
は
、
イ
ン
ド
の
出
入
国
に
関
す
る
規
制
に
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。

第
二
編

日
本
国
の
特
定
の
約
束

Ａ

第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
の
約
束

日
本
国
は
、
各
節
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
を
求
め
る
イ
ン
ド
の
自
然
人
に
対
し
、
入
国
前
に

適
当
な
査
証
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
釈

こ
の
編
の
規
定
並
び
に
こ
の
編
の
付
表
一
及
び
付
表
二
の
適
用
上
、
「
Ｃ
Ｐ
Ｃ
」
と
は
、
暫
定
的
な
中
央
生
産
物
分

類
（
統
計
文
書
Ｍ
第
七
十
七
号
、
国
際
連
合
国
際
経
済
社
会
局
統
計
部
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
千
九
百
九
十
一
年
）
を
い
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う
。第

一
節

イ
ン
ド
の
商
用
訪
問
者

業
務
連
絡
（
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
の
た
め
の
交
渉
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
活
動
（
日
本
国
に
お
い
て

業
務
上
の
拠
点
を
設
け
る
た
め
の
準
備
活
動
を
含
む
。
）
に
参
加
す
る
た
め
、
日
本
国
内
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
な
く
、
か

つ
、
一
般
公
衆
に
対
す
る
直
接
の
販
売
に
従
事
せ
ず
、
又
は
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
日
本
国
に
滞
在
す
る
イ
ン

ド
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的

な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

第
二
節

イ
ン
ド
の
企
業
内
転
勤
者

１

次
の

か
ら

ま
で
の
要
件
を
満
た
す
イ
ン
ド
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す

(a)

(c)

る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
を
行
っ
た
日
の
直
前
の
一
年
以
上
の
期
間
に
わ

(a)
た
り
、
日
本
国
内
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
公
私
の
機
関
又
は
日
本
国
内
に
お
い
て
投
資
を
行
う
公
私
の
機
関
に

よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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当
該
公
私
の
機
関
の
日
本
国
に
お
け
る
支
店
若
し
く
は
代
表
事
務
所
に
転
任
す
る
者
又
は
当
該
公
私
の
機
関
が
所
有

(b)
し
、
若
し
く
は
支
配
し
、
若
し
く
は
当
該
公
私
の
機
関
と
関
連
し
、
か
つ
、
日
本
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
若
し
く
は
組

織
さ
れ
る
公
私
の
機
関
に
転
任
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

(c)

長
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
支
店
又
は
代
表
事
務
所
を
管
理
す
る
活
動

(i)

役
員
又
は
監
査
役
と
し
て
、
日
本
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
又
は
組
織
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
公
私
の
機
関
を
管
理
す

(ii)
る
活
動

日
本
国
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
又
は
組
織
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
公
私
の
機
関
の
一
又
は
二
以
上
の
部
門
を
管
理
す
る

(iii)
活
動物

理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出

(iv)
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在
留
資
格
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又

(v)
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は
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の

注
釈

こ
の
附
属
書
の
適
用
上
、
公
私
の
機
関
が
他
の
公
私
の
機
関
と
「
関
連
」
す
る
と
は
、
当
該
他
の
公
私
の
機
関

が
、
当
該
公
私
の
機
関
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を

い
う
。

２

１

及
び

に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と

(c)
(iv)

(v)

は
、
１
に
規
定
す
る
自
然
人
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い

う
。

第
三
節

イ
ン
ド
の
投
資
家

日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
ド
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、

一
年
間
又
は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
そ
の
経
営
を
行
う
活
動

(a)
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日
本
国
の
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
日
本
国
に
お
け
る
事
業
に
投
資
し
て
い
る
も
の
に
代
わ
っ
て
そ
の
経
営
を
行
う
活
動

(b)

日
本
国
に
お
け
る
事
業
で
あ
っ
て
日
本
国
の
者
以
外
の
者
が
投
資
し
て
い
る
も
の
の
管
理

(c)

第
四
節

資
格
を
有
す
る
イ
ン
ド
の
自
由
職
業
家

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
法
律
、
会
計
又
は
税
務
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
イ
ン
ド
の
自
然
人
で
あ
っ

て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又

は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
護
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(a)

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
管
轄
地
の
法
律
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
。
た
だ
し
、

(b)
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
外
国
法
事
務
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
司
法
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
司
法
書
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(c)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
行
政
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
行
政
書
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(d)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
社
会
保
険
労
務
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
社
会
保
険
労
務
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ

(e)
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ス
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
弁
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(f)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
海
事
代
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
海
事
代
理
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(g)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
公
認
会
計
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
会
計
士
が
提
供
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の

(h)
サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
税
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
税
理
士
が
提
供
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

(i)

日
本
国
の
法
令
に
よ
り
「
土
地
家
屋
調
査
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ

(j)
ス

第
五
節

イ
ン
ド
の
独
立
の
自
由
職
業
家

１

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
と
の
間
の
個
人
的
な
契
約
に
基
づ
き
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず

れ
か
の
業
務
活
動
で
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
イ
ン
ド
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三

年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入

(a)
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国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は

(b)
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

イ
ン
ド
料
理
に
関
す
る
専
門
的
な
技
能
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲

(c)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
能
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

２

１
に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と
は
、
１
に
規

定
す
る
自
然
人
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科

学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

注
釈

１

に
定
め
る
活
動
に
は
、
こ
の
編
の
付
表
一
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
活
動
を
含
む
。
ま
た
、
１

に
定

(a)

(b)

め
る
活
動
に
は
、
こ
の
編
の
付
表
二
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
活
動
を
含
む
。
１

及
び

の
規
定
に
関
連
す

(a)

(b)

る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
る
。

第
六
節

契
約
に
基
づ
く
イ
ン
ド
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
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１

イ
ン
ド
に
あ
る
公
私
の
機
関
で
あ
っ
て
日
本
国
に
業
務
上
の
拠
点
が
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
イ
ン
ド
の
機

関
」
と
い
う
。
）
の
被
用
者
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
次
の
い
ず
れ
か
の
業
務
活
動
で
あ
っ
て

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
も
の
に
従
事
す
る
イ
ン
ド
の
自
然
人
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三
年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入

(a)
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
術
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は

(b)
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く
は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び

難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

イ
ン
ド
料
理
に
関
す
る
専
門
的
な
技
能
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲

(c)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
「
技
能
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
も
の

２

１
に
規
定
す
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
は
、
次
の

及
び

の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(b)

日
本
国
に
あ
る
公
私
の
機
関
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
日
本
国
の
機
関
」
と
い
う
。
）
と
イ
ン
ド
の
機
関
と
の
間
で

(a)
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サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
の
規
定
に
よ
り
、
１
に
規
定
す
る
自
然
人
と
日
本
国
の
機
関
と
の
間
で
労
働

(b)

(a)
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

３

１
に
規
定
す
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と
は
、
１
に
規

定
す
る
自
然
人
が
、
原
則
と
し
て
、
大
学
教
育
（
学
士
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科

学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
用
い
る
こ
と
な
く
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

注
釈
１

１

に
定
め
る
活
動
に
は
、
こ
の
編
の
付
表
一
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
活
動
を
含
む
。
ま
た
、
１

に

(a)

(b)

定
め
る
活
動
に
は
、
こ
の
編
の
付
表
二
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
活
動
を
含
む
。
１

及
び

の
規
定
に
関

(a)

(b)

連
す
る
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
係
る
申
請
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
る
。

注
釈
２

人
員
を
あ
っ
せ
ん
し
、
及
び
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
二
）
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
は
、
２

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
か
ら
除
外
す
る
。

(a)

注
釈
３

２

に
規
定
す
る
労
働
契
約
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(b)

第
七
節

イ
ン
ド
の
指
導
員
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イ
ン
ド
の
自
然
人
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
の
間
に
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
で
そ
の
範
囲
が

定
め
ら
れ
て
い
る
「
教
育
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
く
次
の
い
ず
れ
か
の
活
動
に
従
事
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
又
は
三

年
間
（
こ
の
期
間
は
、
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
の
ヨ
ガ
を
指
導
す
る
活
動

(a)

イ
ン
ド
料
理
を
指
導
す
る
活
動

(b)

イ
ン
ド
の
古
典
的
な
音
楽
及
び
舞
踊
を
指
導
す
る
活
動

(c)

英
語
を
指
導
す
る
活
動

(d)

Ｂ

第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
追
加
的
な
交
渉
に
係
る
事
項

日
本
国
は
、
第
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
小
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
、

可
能
な
場
合
に
は
一
年
以
内
に
、
遅
く
と
も
二
年
以
内
に
結
論
に
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
看
護
師
及
び
介
護

福
祉
士
の
日
本
国
に
よ
る
受
入
れ
に
つ
い
て
イ
ン
ド
と
交
渉
を
開
始
す
る
。

付
表
一

Ｃ
Ｐ
Ｃ
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１

八
四

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

２

八
四
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス

３

八
五
一
○

自
然
科
学
及
び
工
学
の
研
究
及
び
試
験
的
な
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

４

八
五
三
○

学
際
的
な
研
究
及
び
試
験
的
な
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

５

八
六
七
一

建
築
サ
ー
ビ
ス

６

八
六
七
二

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

７

八
六
七
三

総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
サ
ー
ビ
ス

８

八
六
七
四

都
市
計
画
及
び
景
観
設
計
サ
ー
ビ
ス

９

八
六
七
五

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
関
連
す
る
科
学
及
び
技
術
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
七
六

技
術
試
験
及
び
分
析
サ
ー
ビ
ス

10

付
表
二

Ｃ
Ｐ
Ｃ
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１

七
四
七
一

旅
行
業
サ
ー
ビ
ス

２

七
四
七
二

観
光
客
の
案
内
サ
ー
ビ
ス

３

八
五
二
○

社
会
科
学
及
び
人
文
科
学
の
研
究
及
び
試
験
的
な
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

４

八
五
三
○

学
際
的
な
研
究
及
び
試
験
的
な
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

５

八
六
二
一

会
計
及
び
監
査
の
サ
ー
ビ
ス

６

八
六
二
二

税
に
係
る
申
告
を
除
く
簿
記
の
サ
ー
ビ
ス

７

八
六
四
○

市
場
調
査
及
び
世
論
調
査
の
サ
ー
ビ
ス

８

八
六
五
○

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス

９

八
六
六
○

経
営
相
談
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

八
七
一
一

広
告
を
掲
載
す
る
場
所
又
は
広
告
す
る
時
間
の
販
売
又
は
賃
貸
の
サ
ー
ビ
ス

10

八
七
一
二

広
告
の
計
画
、
制
作
及
び
掲
載
の
サ
ー
ビ
ス

11

八
七
一
九

そ
の
他
の
広
告
サ
ー
ビ
ス

12

八
七
九
○
七

専
門
デ
ザ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

13

八
七
九
○
九
＊
＊

貿
易
見
本
市
及
び
展
覧
会
の
開
催
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

14
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注
釈

「
＊
＊
」
は
、
下
欄
で
特
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
対
応
す
る
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
属
す
る
活
動
全
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
表

す
。


